
泉南地域の防災・減災に係る取組方針
5箇年（H29～R3）の進捗結果について

令和3年度 第2回 泉南地域水防災連絡協議会
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泉南地域の防災・減災に係る取組方針の概要

•洪水・高潮・土砂災害のホットラインの構築、および防災タイムライン作成・活用とPDCAサイクルの構築

•ICTを活用した洪水・土砂災害情報の提供、要配慮者利用施設の避難確保計画の作成促進

•想定最大規模の洪水・高潮による浸水想定区域図の作成と周知

•防災教育、人材育成、マイ・タイムラインなどの取組の共有

(1)円滑かつ迅速な避難のための取組

•水防体制の強化、訓練の充実

•市町村庁舎等の自営水防の推進

(2)的確な水防活動のための取組

•排水施設運用改善、既存ストックやため池を活用した治水対策の推進

(3)氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組

•堤防等河川管理施設整備、流木や土砂の影響への対策

(4)河川管理施設の整備等に関する事項

•地方公共団体への財政支援

(5)減災・防災に関する国の支援
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主な取組結果について
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(１)円滑かつ迅速な避難のための取組
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①情報伝達、避難計画等に関する事項

洪水・土砂災害のホットライン構築

避難判断を行う市町村長が避難に資する情報を見逃さず、迅速かつ確実に伝達するため。

市町（市町長・幹部）ホットライン土木事務所（所長・幹部）

平成２９年度に河川水位（管内８河川）及び土砂災害に関する情報
を伝えるホットラインを５市３町と構築済み
年度ごとの連絡先の更新と連絡市町の追加・避難情報の更新を行い
運用中 ⇒ 今後もフォローアップ

水位到達情報 土砂災害警戒情報
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①情報伝達、避難計画等に関する事項

高潮のホットライン構築 ⇒ 高潮氾濫発生情報

想定最大規模の高潮浸水想定区域図をR2.8に公表、
水位周知海岸と特別警戒水位も設定済
高潮氾濫発生情報の伝達の仕組みを構築 ⇒ 今後もフォローアップ

様式第9‐3号　大阪府知事指定水位周知海岸の高潮氾濫発生情報文

（主文）

( ） は、　　　時　　　　分に、

観測所（ 港区築港３丁目の２天保山公園地先　・　泉南郡岬町淡輪地先 )で、

高潮氾濫危険水位（高潮特別警戒水位） mに達しました。

高潮氾濫による災害が切迫した状況ですので、直ちに、各自安全確保を図り、

適切な防災行動をとって下さい。

大阪湾沿岸 高潮氾濫発生情報

【警戒レベル５相当】
令和　　年　　月　　日　　時　　分

大阪港湾局長　　　発表　

大阪湾沿岸 兵庫県界　～　和歌山県界

大阪　・　淡輪

ＯＰ＋３．５
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①情報伝達、避難計画等に関する事項

防災タイムライン作成・活用とPDCAサイクルの構築

大阪湾沿岸（泉州）高潮広域タイムライン（R２．８）及び
大津川流域広域タイムライン（R３．4）を作成済
訓練や実運用を踏まえた検証を行い見直しを行っている

⇒ 今後もフォローアップ

【広域】

高潮広域タイムライン策定ワーキングの様子
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①情報伝達、避難計画等に関する事項

防災タイムライン作成・活用とPDCAサイクルの構築

【市・町域】

貝塚市、泉佐野市において作成済。阪南市は検討中。
岸和田市、泉南市、熊取町、田尻町、岬町は未着手。

⇒ 今後もフォローアップ

貝塚市 泉佐野市
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①情報伝達、避難計画等に関する事項

防災タイムライン作成・活用とPDCAサイクルの構築

【コミュニティ】
市

意
思
決
定

安
否
確
認

情
報

救
出
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誘
導

給
食
給
水

A B C D E F G

1 気象や防災への理解を深め、避難に必要な防災行動力を高めておく ◎1 ○1 ○ 市（企画）→意思決定班（参加呼びかけ）→住民（参加）

2 避難所・避難経路の確認 家庭内や地区内で話し合って確認しておく ◎2

3 住民同士のコミュニケーションの促進 コミュニケーションを通して、住民の転入・転出状況、健康状態などを把握しておく ◎3

4 自主防災会の会議（連絡会・総務会）の開催 自主防災会各班の活動状況等を確認しておく ◎2 ○1 ○1 ○1 ○1 ○1 意思決定班（参加呼びかけ）→自主防各班・住民（参加）

5
持出品の充足状況や備蓄（水・食糧等）の消費期限などをチェックし、必要に応じて補充・交換
を行う

◎4 ○2 給食給水班（呼びかけ）→住民（点検）

6 資機材、備蓄の点検 救護機材・集会所の備蓄の充足状況を確認し、必要に応じて、補充・補修・交換を行う ◎2 ◎3
救護機材の点検（救出救護班）
集会所の備蓄点検（給食給水班）

7 災害時にも配慮して、ふだんから地区の美化に努める ◎5

8
台風進路予想によりタイムライン立上げを判断
自主防災会各班の準備体制を整備

○6 ◎3 ○2 ○2 ○3 ○2 ○4 ○
意思決定班（判断・周知）→自主防各班・住民
判断に際し必要があれば市に情報依頼

9 テレビ・ラジオ等で台風進路等を確認する ◎7

10 避難時に持ち出す物品を確認しておく ◎8

11 地区内の支障物の撤去 避難の妨げになるような車両等の移動・撤去を行う ○9 ◎4 意思決定班（指示）→住民（確認・移動・撤去）

12 資機材、備品の準備 救護機材・避難備品が使用できる状態にしておく ◎4 ◎3 救護機材（救出救護班）・避難備品（避難誘導班）

13
関係機関への問合せによりレベル移行を判断
自主防災会各班の警戒体制を整備

○10 ◎5 ○3 ○3 ○5 ○4 ○5 ○
意思決定班（判断・周知）→自主防各班・住民
判断に際し必要があれば市に情報依頼

14 テレビ・ラジオ等で台風進路等を確認する（レベル１から継続） ◎11

15 側溝の掃除や風で飛ばされそうなものを片付けるなど、身の回りの対策を行う ◎12

16 自主防災会 防災本部の設置 ★ 各班長が参集し、今後の見通しを確認の上、「本部行動計画」を検討・決定する ◎6,7 ○4 ○4 ○6 ○5 ○6 意思決定班（設置周知・参集指示）→自主防各班長・副班長（参集）

17 自主防災会各班の警戒体制確立 『本部行動計画』をもとに班体制を整備（班内の役割確認、人員の確保等）する ◎5 ◎5 ◎7 ◎6 ◎7

18 住民への声掛け、要支援者への準備の呼びかけ ★
避難の際の注意点（外出の場合は両隣に連絡、避難時は黄色タオルを門扉に掛けるなど）を住
民に伝達する

○ ◎6 安否確認班（声掛け）→住民

19 黄色タオルの準備 避難の際にすぐ使えるよう、黄色タオルを玄関に置いておく ◎13

20
貝塚市からの「避難準備・高齢者等避難開始」を受けてレベル移行を判断
自主防災会各班の自主避難体制を整備
電話・訪問により「避難準備・高齢者等避難開始」を住民に伝達

○14 ◎8 ○7 ○6 ○8 ○7 ○8 ◎ 市（発令・周知）→意思決定班（判断・周知）→自主防各班・住民

21 情報の確認（避難路、川の水位等） ★ 避難路の状況（現地目視等）、川の水位（HP等）を把握する ○15 ○9 ◎7 ○ 情報班（情報確認・伝達）→意思決定班（周知）→住民

22 地区内の避難困難者（病人等）の有無を確認 ★ 避難が困難な人（要支援者以外も含む（病人やケガ人等））の状況を確認する ○10 ◎8,9 安否確認班（情報伝達）→意思決定班

23 「避難準備・高齢者等避難開始」を受けて高齢者等は避難を開始する ◎16

24 避難困難者への支援 ★ No.22に基づいて把握した情報に基づき、避難所への移動が困難な人への支援を行う ○11 ◎9 意思決定班（指示）→救出救護班（支援）

25 避難者情報の把握 地区の避難状況ならびに避難所での避難の状況を確認する ◎9,10 ◎8 ◎
地区の避難状況の確認（安否確認班）、避難者の状況確認（避難誘導班）、市は
避難所で避難者名簿を作成・管理

26 自主防災会活動状況の確認 活動状況の確認 班長は各班の活動状況を把握し、意思決定班に報告する ○12 ◎11 ◎8 ◎10 ◎9 ◎9 各班長（活動状況把握・報告）→意思決定班

27
貝塚市からの「避難勧告」を受けてレベル移行を判断
自主防災会各班の避難体制を整備
電話・訪問により「避難勧告」を住民に伝達

○17 ◎13 ○12 ○9 ○11 ○10 ○10 ◎ 市（発令・周知）→意思決定班（判断・周知）→自主防各班・住民

28 電気・ガスの元栓・戸締りなどを行う ◎18

29 No,21に基づいて把握した情報に基づき、避難ルートを決定する ◎14 ○ ○11 避難誘導班（避難ルート選定）→意思決定班（周知）→住民

30 非常持出品を携行し、避難を示す黄色タオルを自宅門扉にかけて、避難を実施する ○19 ◎15 ○15 ○10 ○12 ◎12 ○11 意思決定班（避難開始を指示）→避難誘導班（避難誘導）→住民

31 台風情報・被害状況の確認・収集 ◎16 ○

32 避難状況の確認・把握 関係機関、安否確認班、住民からの情報を把握する ○ ◎17 ○13 ○ 市、安否確認班、住民（情報提供）→意思決定班（把握）

33
緊急対応又は貝塚市からの「避難指示（緊急）」を受けてレベル移行を判断
自主防災会各班の緊急対応体制を整備

○20 ◎18 ○16 ○11 ○13 ○13 ○12 ◎ 市（発令・周知）→意思決定班（判断・周知）→自主防各班・住民

34 状況の把握 避難状況の確認・把握 ○21 ◎19 ○17 ◎

35 緊急的な安全確保行動 逃げ遅れた人は最低限の安全確保行動 ◎22

36 ○23 ○20 ○18 ○12 ○14 ○14 ○13,14 ○

レベル５「緊急対応」（前兆現象が確認された時、または貝塚市から「避難指示（緊急）」が発令された時）

レベル０「平常」

レベル１「準備」（おおよそ3日後に台風が貝塚市に影響を及ぼす場合）

避難に向けた警戒

避難の情報確認

高齢者等、避難の実施

高齢者等、避難の実施

日常の清掃活動

台風情報の確認

台風情報の確認

自宅や自宅周辺の台風対策の実施

非常持出品・備蓄の確認

避難に向けた準備

レベル２「警戒」（おおよそ2日後に台風が貝塚市に影響を及ぼす場合）

レベル３「自主避難」（貝塚市から「避難準備・高齢者等避難開始」が発令された時）

タイムラインレベル４への移行の周知

台風等による高潮の発生に備えた 二色の浜旭住宅地区タイムライン（素案） 2017.2.4版
地区

住
民

自主防災会

レベル４「避難」（貝塚市から「避難勧告」が発令された時）

防災行動項目 行動内容 連携の流れ

危
機
管
理
課

避難所での避難者の補助

避難直前の自宅対応

タイムラインレベル５への移行の周知

防災意識向上のための活動

コミュニケーション

タイムライン立上げの周知 ★

タイムラインレベル２への移行の周知

タイムラインレベル３への移行の周知　★

状況の把握

各家庭の非常持出品・備蓄の点検

避難の実施
避難ルートの決定 ★

避難所への避難 ★

自主防災会の警戒体制の確立

非常持出品・資機材の点検

防災訓練や勉強会への参加

貝塚市（３地区）、泉佐野市（４地区）熊取町（２地区）において
作成済。

⇒ 今後もフォローアップ

貝塚市旭住宅 貝塚市馬場地区

熊取町大宮区泉佐野市湊地区
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①情報伝達、避難計画等に関する事項

ＩＣＴを活用した洪水・土砂災害情報の提供

水防災情報システムの更新業務に着手（府）
土砂災害情報システム更新済（府）
洪水予報への警戒レベル追記（国・府）
防災情報の用語や表現内容の見直しを実施（国・気象台）

⇒ 今後もフォローアップ

土砂災害情報システム 気象庁HP
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①情報伝達、避難計画等に関する事項

要配慮者利用施設における避難計画の作成及び
避難訓練の実施（水害・高潮・土砂災害）

令和３年９月末時点で各市町の地域防災計画に位置付けられている
施設の計画作成率
岸和田市 100% 貝塚市 100% 泉佐野市 100%
泉南市 100% 田尻町 100% ⇒ 今後もフォローアップ



②平常時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

想定最大規模の洪水・高潮による浸水想定区域図の作成と周知

13

H31.3～R3.12にかけ泉南地域すべての二級河川13水系の洪水
浸水想定区域図、R2.8に大阪湾の高潮浸水想定区域図を公表
府のHPで掲載するとともに、関係部署において冊子の閲覧を実施
５市１町でWEB版もしくは冊子版のハザードマップに掲載し、
住民周知を実施

洪水浸水想定区域図
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②平常時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

水害の記録の整理／防災教育の推進

昭和25年ジェーン台風以降の水害記録をホームページで公表
各地で近年災害のパネル展を実施
各市町・土木事務所において出前講座等による防災教育を実施

過去の水害記録 災害パネル展

防災出前講座
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(２)的確な水防活動のための取組



①水防体制の強化に関する事項

水防訓練の充実

16

毎年６～7月に府市町で風水害訓練を実施（ホットライン等確認）
令和2年実施予定の大和川地域防災総合演習（コロナにより中止）
の内容を検討



②市町庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進に関する事項
市町庁舎や災害拠点病院等の機能確保のための対策の充実
（耐水化、非常用発電機等の整備）

17

非常用発電設備については、泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町で
は整備済、貝塚市では現在建設中の新庁舎において整備予定
岸和田市、田尻町、岬町では未整備 ⇒ 今後もフォローアップ

貝塚市 新庁舎パース阪南市 庁舎非常用発電設備
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(３)氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組



氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組

流域全体での取組み

19

洪水調節機能確保のため佐野川水系の熊取大池余水吐きの改良工事を実施
その他、佐野川水系の7箇所の既存調節地のオリフィス改良による流出抑
制対策工事を実施 ⇒ 今後もフォローアップ
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(４)河川管理施設の整備等に関する事項



河川管理施設の整備等に関する事項

河川管理施設等の整備（洪水氾濫を未然に防ぐ対策）

21

毎年の協議会において、河川特性マップや維持管理内容及び今年度の工
事箇所と内容について市町と共有した
牛滝川、佐野川や新家川などの改修・耐震補強及び古淵川第2支渓や東
川第３支渓の砂防堰堤等の整備を推進した ⇒ 今後もフォローアップ

古淵川第2支渓砂防堰堤
（貝塚市域）



河川管理施設の整備等に関する事項

本川と支川の合流部等の対策、流木や土砂の影響への対策、土砂・洪水氾濫への対策

22
近木川、佐野川、樫井川、男里川、大川等の河道掘削工事等を推進した

男里川河道掘削
（泉南・阪南市域）

近木川河道掘削
（貝塚市域）

東川河道掘削
（岬町域）
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(5)減災・防災に関する国の支援



減災・防災に関する国の支援

水防災社会再構築に係る地方公共団体への財政的支援

24

ハザードマップ作成に係る防災・安全交付金（効果促進事業）等の周知
を実施。⇒ 今後もフォローアップ


